
 

  

 

 

 

君津市中小企業等事業継続支援金 

（農林漁業者向け） 

- 申請要領 - 

   

 

＜受付期間＞ 

令和３年１月３１日（日）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君津市役所農政課 

【電  話】０４３９－５６－１６７１ 
【受付時間】午前９時から午後５時まで（平日のみ） 

 

令和２年１１月１日版 
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Ⅰ 支援金の概要 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている中小企業等の休業等により、減収等

の影響を受けた農林漁業者が、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、事業を継続いただける

よう支援金を給付いたします。 

 

  

   

 Ⅱの対象要件を満たす農林漁業者に対し、一律１０万円を支給します。なお、申請は１事業者につき

１回限りとなります。 

※ 「事業者」は、農業従事者及び農地等を有する農林漁業経営体で、営農や農産物の販売、サービ

スの提供が継続的に行われていること。 

 

 

 

Ⅱ 対象要件 

 

下記の６つの要件を全て満たしている必要があります。  

（１） 農林漁業収入が主（収入の半分以上）であり、市内における経営耕地面積が３０アール以上

または農林水産物の販売金額が年間５０万円以上であること。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小企業等の休業等の影響により、売上高が次のいず

れかに該当すること。 

ア 令和２年１月から同年１２月までの間のうちの連続する３か月の売上が前年同時期と比較し

て３０％以上減少していること 

   イ 令和２年１月から同年１２月までの間のうちの任意のひと月の売上が前年同月と比較して 

５０％以上減少していること。 

※ 上記の比較が困難で、平成３１年４月 1 日から令和２年４月６日（緊急事態宣言の前日）の

間に新規創業、事業承継の場合は、「Ⅳ（１）新規創業・事業承継・法人成特例（Ｐ１８）」

を参照。 

 

（３）君津市内に主な農地、住所を有する農林漁業経営体であること。 

   ※ 法人の場合は、法人税の確定申告書別表一に記載された納税地。 

２  支給額  

１  趣旨  
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個人事業主（青色申告）の場合は、所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地。 

個人事業主（白色申告）の場合は、所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地。 

ＮＰＯ法人・公益法人等特例の場合は、履歴事項証明書又は根拠法令に基づき法人等の 

設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類で確認 

 

（４）事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 

 

（５）事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。  

 

（６）「暴力団排除に関する規定」（ｐ２２参照）を遵守していること。また、本件について千葉県 

警察本部に照会することについて予め承諾すること。 
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Ⅲ 申請手続き 

 

  

 

君津市農政課 

  【電  話】０４３９－５６－１６７１ 

  【受付時間】午前９時から午後５時まで（平日のみ） 

 

 

 

（１）申請受付期間 

  令和３年１月３１日（日）まで（消印有効） 

 

（２）申請受付方法 

   原則、メール及び郵送での申請受付とします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点は電話またはメールにて対応させていた

だきます。 

①  メール提出の場合 

nouseikyufu@city.kimitsu.lg.jp 

  ※メール受信時に自動で受信完了メールを送信します。 

届かない場合は再度送信をお願いします。 

  ※１通の容量が 10MB 以上になる場合は分割して送付してください。 

 

②  郵送の場合  

        申請書類を以下の宛先に郵送してください。（令和３年１月３１日（日）の消印有効） 

    【宛先】〒２９９－１１９２ 君津市久保２－１３－１ 

                  君津市役所農政課 支援金 担当 

      ※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。 

      ※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。 

  

１  問い合わせ先 

２  申請書の提出 

3

mailto:nouseikyufu@city.kimitsu.lg.jp


 
 

（３）申請書類の入手方法 

  以下の方法で本支援金にかかる申請書等を入手できます。 

 

【電子データによる入手】 

君津市ＨＰよりダウンロードすることができます。 

      （ＵＲＬ）https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/25/32971.html 

 

【紙ベースによる入手】 

以下で配布しています。 

① 市役所（４階農政課） 

② 各行政センター 

※申請受付窓口は設置しませんので、内容のお問合せは市役所農政課にお願いします。 
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（４）申請書類 

   以下の点に留意して申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説

明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 

 

  申請書類一覧  チェック 

①  

君津市中小企業等事業継続支援金交付申請書（農林漁業者）（第３号

様式）                    （ｐ６、７参照） 
（※）メール提出の場合は、申請書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信

してください。 
 

□ 

②  

誓約書（第２号様式）              （ｐ８参照） 
（※）誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、 

    必ず自署でお願いします。 
（※）メール提出の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信

してください。 
 

□ 

③  振込先口座を確認できる書類（通帳の写し）    （ｐ９参照） 
 

□ 

④  前年の確定申告書類の控え           （ｐ１０参照） 

 
□ 

⑤  

【個人事業主の場合】 

本人確認書類の写し（運転免許証、パスポート等）   （ｐ１３参照） 

 
□ 

⑥  
【法人その他の団体の場合】 

役員等名簿                  （ｐ１４参照） 
□ 

⑦  
前年及び当該年の売上台帳等の写し       （ｐ１５参照） 
 

□ 

⑧  

【新規創業、事業承継・法人成特例、ＮＰＯ法人・公益法人等特例の場合】 

特例に該当することが確認できる書類の写し   （ｐ１６参照） 
 

□ 

※ 申請書類の判読が困難（コピーが薄い、文字・数字が読みにくい等）である場合や不備 

がある場合には、再提出をお願いすることとなり、支給までに相当な時間を要すること 

があります。 

申請前にもう一度、提出書類の確認をお願いします。 
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君津市中小企業等事業継続支援金交付申請書（農林漁業者） 
 

令和〇〇年〇月 〇日 
 君津市長          様 
 
                       住  所 君津市久保〇〇番地 

申請者 氏  名 株式会社 君津農業 
代表取締役 君 津 太 郎   ○印  

電話番号 000-000-000 
 
 中小企業等事業継続支援金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
農
地
等
情
報 

経営耕作面積 ２０ヘクタール 

主な農場等の場所 君津市〇〇地先、〇〇地先ほか 

主な生産物 米、麦 

 

農
業
者
の
情
報 

申 請 者 名 
（個人名又は法人名） 

フリガナ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｷﾐﾂﾉｳｷﾞｮｳ 

名称  

株式会社 君津農業 

業種区分 農業 
主 な 
販売先  

〇〇直売所、㈱〇〇食品ほか 

申請者の種別 選
択 

法人 法人番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 

個人 所在地 君津市久保〇〇 
生年 
月日 — 

特例に該当する 
場合の特例名称 

１ 新規創業特例 ２ 事業承継特例 ３ 法人成特例 

４ 確定申告特例 ５ 確定申告特例２         

※ 業種区分は、農業・畜産・林業・漁業のいずれかを記載してください。 

 

売
上
の
情
報 

本年 

売上が減少 

した時期

（月） 

令和２年 

２ 

３ 

４ 

月 売上高 

500,000 

700,000 

350,000 円 

 
計 

（Ａ） 
1,550,000 

前年 
比較対象時

期（月） 

令和元年 

２ 

３ 

４ 

月 売上高 

800,000 

1,000,000 

600,000 円 

 
計 

（Ｂ） 
2,400,000 

 減少率 

（Ｂ－Ａ）／Ｂ×１００ 
35 ％ 

記載例 

（法人） 

①  君津市中小企業等事業継続支援金交付申請書（農林漁業者）（第３号様式） 
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君津市中小企業等事業継続支援金交付申請書（農林漁業者） 

 
令和〇〇年〇月〇日 

 君津市長          様 
 
                              住  所 君津市〇〇〇 

申請者 氏  名 君津 太郎   ○印  

電話番号 000-000-000 
 
 中小企業等事業継続支援金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
農
地
等
情
報 

経営耕作面積 ７０アール 

主な農場等の場所 君津市久保〇〇番地ほか、〇箇所 

主な生産物 いちご、カラーほか 

 

農
業
者
の
情
報 

申 請 者 名 
（個人名又は法人名） 

フリガナ キミツ タロウ 

名称  

君津 太郎 

業種区分 農業 
主 な 
販売先  

〇〇直売所への出荷及び、〇〇店へ出

荷 

申請者の種別 選
択 

法人 法人番号              

個人 所在地 申請者の住所に同じ 
生年 
月日 昭和 0 年 0 月 0 日 

特例に該当する 
場合の特例名称 

１ 新規創業特例 ２ 事業承継特例 ３ 法人成特例 

４ 確定申告特例 ５ 確定申告特例２ 

※ 業種区分は、農業・畜産・林業・漁業のいずれかを記載してください。 

 

売
上
の
情
報 

本年 

売上が減少 

した時期

（月） 

令和２年 

５ 

６ 

７ 

月 売上高 

150,000 

200,000 

250,000 円 

 
計 

（Ａ） 
500,000 

前年 
比較対象時

期（月） 

令和元年 

５ 

６ 

７ 

月 売上高 

250,000 

350,000 

400,000 円 

 
計 

（Ｂ） 
1,000,000 

 減少率 

（Ｂ－Ａ）／Ｂ×１００ 
50 ％ 

記載例 

（個人事業主） 
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② 誓約書 
誓 約 書 

 

私は、君津市中小企業等事業継続支援金の申請をするに当たり、下記の内容について、誓約

します。誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、支援金の交付を受けられな

いことになっても異議はありません。また、これにより生じた損害については、当方が一切の

責任を負うものとします。 

記 

 

１ 申請要件を満たしています。また、申請内容に虚偽はありません。 

２ 君津市中小企業等事業継続支援金の交付を申請した事業を行う者（法人その他の団体にあ

っては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相

談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契

約を締結する権限を有する者をいう。））が君津市暴力団排除条例（平成２４年君津市条例

第３号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当せず、将来においても該当しないことを

誓約します。また、上記内容に該当しないことを確認するため、君津市が千葉県警察本部に

照会することについて承諾します。 

３ 君津市から申請の内容について検査又は報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

以上 
 

令和〇年〇月〇〇日 

君津市長 様  

 

   所 在 地   千葉県君津市久保〇－〇－〇     

 

   名 称   ※法人の場合のみ記載してください 

 

   代表者名   君 津 太 郎              

  ※法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

  

記載例 

ゴム印等を使用せず、法人の

代表者又は個人事業主が自署

してください。 
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③ 振込先口座を確認できる書類 

□ 口座の通帳の写し 

（法人の場合）法人名義 

（個人事業主の場合）本人名義 

□ （申請者と振込先名義人が異なる場合）委任状 

※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影 

してください。 

  ※上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた１・2 ページ目の両   

   方を添付してください。 

※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。 

同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。 

※画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が１つでも 

確認できない場合は、振込ができず、支援金のお支払いができません。 

※委任状について、委任者（支援金申請者の名前・住所）、受任者（振込先口座名義人の名前・住

所）・委任する旨の文言（「私に支給される君津市中小企業等事業継続支援金の受領に関する権限

を、下の者を代理人とし委任します。」等）・委任者印が確認できることが必要です。 

 

通帳のオモテ面              通帳を開いた１・2 ページ目 

 

 

 

                

 

 

 電子通帳 画面コピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＋ 
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④ 前年の確定申告書類の控え 

 （ア）法人の場合 

減収月の属する事業年度の直前※の事業年度の分を提出してください。 

 ※直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合など、相当の理由により減収月の直前の事

業年度の確定申告書類が提出できない場合は、２事業年度前の確定申告書類をもって代えるこ

とが可能。 

□ 法人税の確定申告書別表一の控え（１枚） 

□ 法人事業概況説明書の控え（２枚） 

 

 ■確定申告書第一表（１枚）         ■法人事業概況説明書（２枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。 
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（イ）個人事業主の場合（青色申告の場合）  

令和元年分を提出してください。 

□ 所得税の確定申告書第一表の控え（１枚） 

□ 所得税の青色申告決算書の控え（２枚） 

 

 ■確定申告書第一表（１枚）        ■所得税青色申告決算書（２枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。 
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（ウ）個人事業主の場合（白色申告の場合）  

令和元年分を提出してください。 

□ 所得税の確定申告書第一表の控え（１枚） 

□ 所得税の収支内訳書の控え（１枚） 

 

 ■確定申告書第一表（１枚）         ■収支内訳書（１枚）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※e-Tax を通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。 
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⑤ 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し 

本人確認書類は、下記の（ア）から（エ）のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと 

判別できるかたちで提出してください。 

（ア）運転免許証（両面）（返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。） 

（イ）個人番号カード（オモテ面のみ） 

（ウ）写真付きの住民基本台帳カード（オモテ面のみ） 

（エ）在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限 

る。） （両面） 

※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する 

住所と同一のものに限る。なお、（ア）から（エ）を保有していない場合は、（オ）又は（カ）で

代替することができるものとします。 

（オ）住民票の写し及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方 

（カ） 住民票の写し及び各種健康保険証（両面）の両方 
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⑥ 役員等名簿 

 
  

元
号

M
T
S
H

年
月

日

1
ｶ
ﾌ
ﾞ
ｼ
ｷ
ｶ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｬ
ｷ
ﾐ
ﾂ

株
式

会
社

君
津

ｷ
ﾐ
ﾂ
 
ﾀ
ﾛ
ｳ

君
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⑦ 前年及び当該年の売上台帳等の写し 

前年及び当該年の事業収入額がわかる売上台帳等を提出してください。 

※売上台帳を比較し、交付の決定を判断します。 

※フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、 

手書きの売上帳などでも構いません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。 

※ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。 

（令和２年●月と明確に記載されている等） 

  ※なお、法人の場合は法人名、個人の場合は屋号もしくは個人名が台帳で確認できる箇所を併せ 

   て提出してください。 
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⑧ 【新規創業特例、事業承継・法人成特例、NPO 法人・公益法人等特例の場合】特例に該

当することが確認できる 書類の例（必要書類は必ずｐ１８、１９でご確認くださ

い） 

 

 （ア）法人の場合 

□ 法人設立届出書の写し（１枚） 

※「設立形態」の欄が①「個人企業を法人組織とした法人である場合」を選択されていること、 

※当該届出書は、設立日が平成３１年４月１日から令和２年４月６日までの間であること。 
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（イ）個人事業主の場合 

□ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（１枚） 

※当該届出書は、開業日が平成３１年４月１日から令和２年４月６日までの間であること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）ＮＰＯ法人や公益法人等の場合 

□ 履歴事項証明書 

又は根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に許可等されていることがわかる書類 
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  申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは支援金を支給します。 

  申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨を決定したときは、後日、交付決定通知書を発送い

たします。なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。 

 

 

 

Ⅳ 要件に関する特例 

 

以下の場合は、Ⅱ及びⅢの内容とは別の取扱いの上、支給対象とします。 

 

（１）新規創業特例 

①平成３１年４月から令和元年１２月の間に新規就農等により創業し、以下のいずれかに該当する

場合 

ア 令和２年１月から１２月のうち、任意のひと月の売上高が、令和元年の総売上高を令和元年

の創業後月数※で按分した月平均額と比較して５０％以上減少している。 

イ 令和２年１月から１２月のうち、連続する任意の３か月の売上高の合計が、令和元年の総売

上高を令和元年の創業後月数※で按分した月平均額を３倍した額（３か月分）と比較して 

３０％以上減少している。 

 【追加で必要な書類】 

（法人の場合） 

□ 法人設立届出書の写し 

□ （確定申告時期が到来していない場合）税理士による押印及び署名がなされた、令和元年分  

の年間事業収入を証明する書類（様式任意） 

（個人事業主の場合） 

□ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し 

 

③ 令和元年１２月から令和２年３月の間に新規就農等により創業し、以下のいずれかに該当

する場合。 

ア 令和２年４月から１２月のうち、任意のひと月の売上高が、創業から３月までの総売上高を

３月までの月数※で按分した月平均額と比較して５０％以上減少している。 

イ 令和２年４月から１２月のうち、連続する任意の３か月の売上高の合計が、創業から３月ま

での総売上高を３月までの月数※で按分した月平均額を３倍した額（３か月分）と比較して 

３０％以上減少している。 

 【追加で必要な書類】 

３  支給の決定等 
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（法人の場合） 

□ 法人設立届出書の写し 

□ 税理士による押印及び署名がなされた、創業月から令和２年３月の事業収入を証明する書類

（様式任意） 

（個人事業主の場合） 

□ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し 

□ 税理士による押印及び署名がなされた、創業月から令和２年３月の事業収入を証明する書類

（様式任意） 

 

※創業月は操業日数にかかわらず、１か月とみなします。 

※令和元年１２月創業の場合は①、②のいずれかを選択して申請できます。 

（２）事業承継・法人成特例 

①平成３１年４月から令和元年１２月の間に事業承継・法人成し、以下のいずれかに該当する場合 

ア 令和２年１月から１２月のうち、任意のひと月の売上高が、令和元年の総売上高を令和元年の

事業承継・法人成以降の月数※で按分した月平均額と比較して５０％以上減少している。 

イ 令和２年１月から１２月のうち、連続する任意の３か月の売上高の合計が、令和元年の総売上

高を令和元年の事業承継・法人成以降の月数※で按分した月平均額を３倍した額（３か月分）

と比較して３０％以上減少している。 

【追加で必要な書類】 

（法人の場合） 

□ 法人設立届出書の写し 

□ （確定申告時期が到来していない場合）税理士による押印及び署名がなされた、令和元年分  

の年間事業収入を証明する書類（様式任意） 

（個人事業主の場合） 

□ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し 

 

②令和２年１月以降に事業承継・法人成した場合 

  以下の書類を追加で提出していただき、売上の比較を行います。 

【追加で必要な書類】 

（法人の場合） 

□ 法人設立届出書の写し 

□ 事業承継をした者又は法人成前の事業者の令和元年の確定申告書 

（個人事業主の場合） 

□ 個人事業の開業届出書の写しまたは開業日、所在地、代表者の記載がある公的書類の写し 

□ 事業承継をした者の令和元年の確定申告書 

 

※事業承継・法人成した月は操業日数にかかわらず、１か月とみなします 
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（３）確定申告特例・１ 

令和元年の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合 

・令和元年分の市町村民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出いただき、令和元年の年間事

業収入の月平均額と令和２年の減収対象月の売上と比較します。 

 

（４）確定申告特例・２ 

「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、令和元年分の確定申告を完了していない

場合、又は、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合 

・平成３０年分の確定申告書類等の控え又は平成３０年分の市町村民税・都道府県民税の申告書

類の控えを提出いただき、平成３０年の月別の売上がわかる場合は比較月の売上と、平成３０

年の月別売上がわからない場合は、平成３０年の年間事業収入月平均額と令和２年の減収対象

月の売上と比較します。 

 

（５）ＮＰＯ法人・公益法人等特例 

Ｐ１対象要件（１）に該当する者で、公益法人等（法人税法別表第二に該当する法人）及び  

法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人（ＮＰＯ法人等）であるため確定申告 

を要さない場合は、代わりに以下１及び２の書類を提出いただき、令和２年の減収対象月の  

収入が前年同月と比較して５０％以上減少していれば対象となります。  

前年同月の収入を確認できない場合は、令和２年の減収対象月の属する事業年度の直前の  

事業年度の月平均と、減収対象月の収入を比較します。  

※この場合の収入とは、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう  

営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入（公益法人等の   

場合、国・地方公共団体からの受託事業による収入を含む。）のみを対象とします。  

※「会費」は収入に含めることができます。  

 

１ 特例に該当していることが確認できる書類  

□ 履歴事項証明書又は根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されている 

  ことがわかる書類  

 

２ 直前の事業年度の収入を確認する書類  

（例）  

種別 年間収入の確認書類 

社会福祉法人 事業活動計算書 

ＮＰＯ法人 （特定非営利活動に係る）事業報告書 

公益法人 正味財産増減計算書 
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Ⅴ その他留意事項 

 

（１） 本支援金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の支給   

決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返金するとともに、加算金を支払うこと

となります。 

 

（２） 市は必要に応じて、申請内容（休業実態等）の状況について調査する場合があります。その場

合、支給対象者は市に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。 

 

（３）支給対象者は、本支援金の申請にかかる書類一式について、帳簿及び全ての証拠書類を備えてお

かなければなりません。また、帳簿及び証拠書類を令和２年度から５年間、保存しておかなけれ

ばなりません。 

 

（４）作付け時期の変更や作物の成長具合による出荷時期のずれや自己判断による農作物の栽培とりや

め、出荷時期の見合わせ等は対象になりません。 

 

（５）法人等で君津市中小企業等事業継続支援金（中小企業者用）に該当する方は本支援金（農林漁業

者用）を重複して申請することはできません。 
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 暴力団排除に関する規定（Ⅱ対象要件（６）関係）  （別紙） 

 

支給を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する

社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に

関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が、

将来においても、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行として

するものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を

行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団

員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供

与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人そ

の他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締

結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

上記内容に該当しないことを確認するため、君津市が千葉県警察本部に照会することについて承諾

していただくことが申請条件となります。 
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